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公認大会におけるＥ級の設置および昇段基準等改正について 

平素は、全日本かるた協会の各事業にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。 

おかげをもちまして、かるた人口も拡大を続けているところでございます。 

さて、更なる競技かるたの発展普及のために２０２０年度から以下のとおりの改正を行います。主

旨ご理解の上、円滑に新制度への移行ができますよう、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

１．昇段基準の変更 

２０２０年度から、初段～３段の昇段基準を下表のとおり変更いたします。 

段位 新基準（２０２０年４月以降） 現行基準 

初段 
１．Ｅ級 3位入賞⇒Ｄ級へ昇級 

２．各会の代表者が実力相応と認めるもの 

１．Ｄ級 3位入賞⇒Ｃ級へ昇級 

２．各会の代表者が実力相応と認めるもの 

二段 
１．Ｄ級 3位入賞⇒Ｃ級へ昇級 

２．各会の代表者が実力相応と認めるもの 

１．Ｃ級 3位入賞⇒Ｂ級へ昇級 

２．各会の代表者が実力相応と認めるもの 

三段 
１．Ｃ級 3位入賞⇒Ｂ級へ昇級 

２．各会の代表者が実力相応と認めるもの 

１．Ｂ級 3位入賞⇒昇級なし 
（Ｂ級は２段，３段が混在） 

２．各会の代表者が実力相応と認めるもの 

※四段以上の昇段基準に変更はありません。 

※各基準は、過去２年間（申請日を基準に年度で過去２年間）の成績を適用できます。 

（申請日が、２０２１年３月の場合、２０１８年度、２０１９年度の成績を適用可能） 

 

２．公認大会における各級の参加資格およびＥ級の設置について 

２０２０年度から、公認大会の各級の参加資格は下表のとおりとなります。 

（下記３の移行期間中とそれ以降でＤ級の参加基準が異なります） 

○２０２２年 4月以降（下記３の移行期間終了後） 

新基準 現行基準 

Ａ～Ｄ級…各級登録者 Ａ～Ｃ級…各級登録者 

Ｅ級…無段者（初段を目指すもの） 
Ｄ級…無段者（初段を目指すもの） 

Ｅ級…各主催会任意 



〇２０２０年４月～２０２２年３月（下記３の移行期間） 

新基準 現行基準 

Ａ～Ｃ級…各級登録者 Ａ～Ｃ級…各級登録者 

Ｄ級…Ｄ級登録者または過去 1回でも

Ｄ級に出場したことがあるもの 
Ｄ級…無段者（初段を目指すもの） 

Ｅ級…無段者（初段を目指すもの） Ｅ級…各主催会任意 

 

※２０２０年度から、公認大会では、Ｅ級設置を必須とします。 

※初心者クラスや小学生の部、ねんりんの部等のクラスを実施するのは任意ですが、Ｅ級の部とし

ては実施できません。Ａ～Ｅ級の枠外で実施願います。なお、Ｅ級参加者が多数となった場合の

分割基準に関しては、今後の状況に応じて改めて検討いたします。当面、主催会判断で適宜対応

願います。 

※下記３の移行期間中、Ｄ級の参加資格確認は不要です。 

※下記３の移行期間終了後は、Ａ級４段以上、Ｂ級３段、Ｃ級２段、Ｄ級初段、Ｅ級無段者となり、

出場級と段位が整合します。 

 

３．移行措置およびＤ級登録について 

①Ｂ級、Ｃ級登録選手の移行措置について 

２０２０年３月時点でのＢ級、Ｃ級登録選手は、Ｂ級２段、Ｃ級初段のまま、２０２２年３月

までは、当該級に留まることができます。２０２２年３月までにそれぞれ３段、２段を取得しな

い場合は、Ｃ級またはＤ級へ降級します。 

 

②Ｄ級選手の移行措置について 

２０１９年度以前に 1回でも公認大会のＤ級に出場したことがある無段者に関しても移行期間

中は、Ｄ級への出場を可能とします。２０２２年３月までに初段を取得しなかったものは、 

２０２２年４月以降はＥ級へ出場します。 

 

４．移行期間の昇段基準について 

移行期間に限り下記特別昇段基準を設け、移行期間中に出場級に見合った段位の取得を促します。 

初段…Ｄ級ベスト８（4位）入賞 

二段…Ｃ級ベスト８（4位）入賞 

三段…Ｂ級ベスト８（4位）入賞 

過去２年間（申請日を基準に年度で過去２年間）の成績を適用できます。 

（申請日が、２０２１年３月の場合、２０１８年度、２０１９年度の成績を適用可能） 

 

５．会員登録および初段申請について 

①全日協会員登録につきましては、Ｃ級昇級時から必須となります。 

２０２０年度以降、初段取得時に会員登録するか否かは任意となります。 

②２０２０年度以降、初段申請時は、登録会からの申請を必須としません。 

学校や地域のかるた会等登録会以外の団体からの申請を可能とします。  

以 上 


